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第１章 個別施設計画の概要 

１．計画策定の背景と目的 

  近年、地方公共団体においては、公共施設等の老朽化対策が大きな課題となってい

ます。また、今後、少子高齢化の進展に伴う人口構造の変化等により公共施設等の利

用需要が変化していくことが予測されることを踏まえると、長期的な視点をもって、

更新・統廃合・長寿命化等を計画的に行い、財政負担を軽減・平準化するとともに、

公共施設等の最適な配置を実現することが必要となっています。 

  本市は、平成２５年１０月に「筑西市公共施設白書」を、平成２７年３月に「筑西

市公共施設適正配置に関する指針（公共施設等総合管理計画）」を、平成２８年１１

月に「筑西市公共施設適正配置のための基本方針」を策定し、将来にわたり適切な公

共サービスの提供と持続可能な財政運営を両立させるため、今後、どのように本市の

公共施設等の総合的かつ計画的な維持管理・修繕・更新を推進していくのか、その基

本的な方針を示しました。 

  今回策定した「筑西市公共施設適正配置実施計画（個別施設計画）」は、対象の公

共施設について、個別施設の状態や、今後の方向性、具体的な対策の実施時期等につ

いてまとめたものです。今後、本計画に基づき、適切な修繕・改修等による施設の安

心安全の確保や、施設の長寿命化、集約・複合化による利便性の向上、維持管理コス

トの削減・平準化など、計画的かつ全庁的な公共施設マネジメントに取り組んでまい

ります。 

２．計画の位置付け 

  本計画は、本市がこれまで策

定してきた公共施設白書、公共

施設等総合管理計画、公共施設

適正配置のための基本方針等の

既存計画に基づき、個別施設の

今後の方向性、具体的な対策の

実施時期等を示した、公共施設

適正配置の実施計画として位置

付けます。 

 

公共施設適正配置に関する指針 
（公共施設等総合管理計画） 

［平成27年3月策定］ 

公共施設適正配置のための基本方針 
［平成28年11月策定］ 
［令和3年3月改訂］ 

公共施設適正配置実施計画 
（個別施設計画） 
［令和3年3月策定］ 

公共施設白書 
［平成25年10月策定］ 
［平成31年3月改訂］ 

■図 1-1 計画の位置付け 
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３．対象施設 

  本計画の対象施設は、市が管理する公共施設のうち、「筑西市公共施設適正配置の

ための基本方針」の検討対象とした全ての施設（除却済の施設を除く。）とします。 

  ただし、別途検討が進んでおり、個別施設計画に該当する計画が策定済の施設及び

策定が予定されている施設については、本計画の対象外とします。 

 

 ◆表1-1 本計画の対象施設 

施設類型 対象施設 

⑴ 庁舎等 
本庁舎・下館庁舎・関城支所・明野支所・協和総合庁舎（協和支

所）・下館武道館（２Ｆ・３Ｆ会議室）・川島出張所・旧上野村役場 

⑵ 給食センター 下館学校給食センター・明野学校給食センター 

⑶ 子育て支援施設 
認定こども園せきじょう・明野幼稚園 

協和保育所（用途廃止済）・協和幼稚園（用途廃止済） 

⑷ 集会施設・文化施設 

コミュニティプラザ・しもだて地域交流センター・生涯学習センタ

ー・明野公民館・下館地区公民館（９館）・関本公民館・河内公民

館・黒子公民館・協和総合庁舎（協和公民館）・海老ヶ島集会所・協

和転作促進研修センター・協和ふれあい健康プラザ 

⑸ 社会教育施設 
中央図書館・明野図書館・しもだて美術館・板谷波山記念館・農業資

料館・石蔵 

⑹ 保健・福祉施設 

総合福祉センター・心身障害者福祉センター・関城老人福祉センター

・明野いきがいセンター・協和ふれあいセンター・下館保健センター

・関城保健センター・明野保健センター・協和保健センター・あけの

元気館 

⑺ スポーツ施設 

＜屋内施設＞ 

下館総合体育館・下館トレーニングセンター・下館武道館・関城体育

館・関城体育センター・明野体育センター（用途廃止済）・明野トレ

ーニングセンター・明野武道館・協和の杜体育館・協和多目的研修セ

ンター 

＜屋外施設＞ 

下館運動場・成田スポーツ公園・鬼怒緑地・関城運動場・関城富士ノ

宮球場・明野運動広場・明野球場・明野中央公園・つくば明野工業団

地スポーツ公園・協和球場・協和サッカー場・協和の杜テニスコート 

⑻ 駐車場・駐輪場 

下館駅前駐車場（立体）・下館駅東駐車場・下館駅前広場駐車場・下

館駅南自転車等駐車場・下館駅北自転車等駐車場・下館駅東自転車等

駐車場・新治駅東駐車場・新治駅西駐車場・新治駅自転車等駐車場 

⑼ 産業系施設 
道の駅グランテラス筑西・明野農産加工施設・明野肥育牛生産団地・

協和肥育牛生産団地 

⑽ 医療施設 茨城県西部メディカルセンター・筑西診療所 

⑾ 公園 

都市公園（61か所。スポーツ施設及び宮山ふるさとふれあい公園を除

く。）・開発行為及び区画整理による帰属公園（30か所）・宮山ふる

さとふれあい公園・向上野児童公園・寺上野児童公園・海老江児童公

園・協和三世代広場・協和ふるさとの森自然公園 
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 ◆表1-2 （参考）本計画の対象外施設と策定済（策定予定）の個別施設計画 

分類 施設類型 策定済（策定予定）の個別施設計画 策定年月 

公共施設 
小中学校 筑西市学校施設長寿命化計画 令和 2年3月 

市営住宅 筑西市営住宅長寿命化計画 平成26年3月 

インフラ 

道路 筑西市舗装維持修繕計画 平成30年3月 

橋りょう 筑西市橋梁長寿命化修繕計画 平成31年3月 

上水道 筑西市水道ビジョン2018 平成30年3月 

下水道 公共下水道事業ストックマネジメント計画 令和3年3月(予定) 

農業集落排水 農業集落排水施設最適整備構想 令和3年3月(予定) 

 

４．計画期間と計画の推進について 

  本計画の計画期間は、２０２１年度（令和３年度）から２０３０年度（令和１２年

度）までの１０年間とします。さらに、２０２１年度から２０２５年度までの５年間

を１期（前期）期間、２０２６年度から２０３０年度までの５年間を２期（後期）期

間と設定します。 

  なお、施設の状況は刻々と変化することから、点検結果等を踏まえ計画内容は適時

必要な見直し等を行うこととします。 

 

第２章 公共施設マネジメントの推進 

１．公共施設の状況把握 

  公共施設の状況をハード面とソフト面の両面から把握し、適正な維持管理を図ると

ともに、データを集積することにより、対策の優先順位を検討する際の基礎資料とし

て活用します。 

 ⑴ 建物・設備等の状況（ハード面） 

   施設が本来発揮すべき機能を維持するとともに、事故等の重大な問題発生を事前

に回避し、利用者が安全に安心して施設を利用できるよう、法令に義務付けられた

点検を確実に実施します。また、公共施設包括管理業務※の対象施設においては、

包括管理事業者が実施する建物点検（建物簡易診断・劣化度判定）のデータに基づ

き、建物・設備等の状況を把握します。指定管理施設など公共施設包括管理業務の

対象外の施設については、施設管理者へのアンケート（簡易チェックシート）によ

りデータを補完します。 
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   更に、職員による日常点検の効果を向上させるため、定期的な職員研修を実施す

るほか、必要に応じて、包括管理事業者による専門的なアドバイスを活用します。 

 

 

 

 

 ⑵ 利用状況・コスト情報（ソフト面） 

   施設の利用状況（利用件数・利用人数・稼働率など）やコスト情報（維持管理経

費・利用料金収入など）を把握し、公共施設白書等によりわかりやすく開示すると

もに、利用状況の向上やコスト削減の検討に資するため、公共施設マネジメントシ

ステムによるデータの一元管理を図ります。 
 

 ■図2-1 公共施設の状況把握（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．対策の優先順位の考え方 

  公共施設は、行政サービスの提供や地域コミュニティ活動の場、子育てや教育、福

祉といった様々な分野において重要な役割を担っています。一方で、本市が保有する

公共施設の多くは老朽化が進み、施設が本来発揮すべき機能が低下したり、場合によ

っては利用者を危険にさらしてしまう恐れもあります。 

  しかしながら、市の財政状況や今後の人口減少・少子高齢社会を考えると、全ての

公共施設を建て替え、現状の数のまま維持していくことは非常に厳しい状況です。 

（ハード面） 
情 報 の
一元管理

法定点検・包
括管理業務に
よる建物点検

職員による
日常点検

包括管理事業
者の専門的な
アドバイス

コスト情報

（維持管理経
費・利用料金
収入など）

利用状況

（利用件数・
利用人数・稼
働率など）

（ソフト面） 

※公共施設包括管理業務：これまで施設ごとに契約していた電気設備の保守点検や清掃などの

維持管理業務を、一括して建物管理の専門事業者に委託し、業務の効率化や施設・設備の安

全管理の適正化を統一的に図る施設管理の方法 
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  そこで、公共施設等総合管理計画で定められた基本原則や基本方針の考え方に基づ

き、以下のような基準（優先順位）で公共施設の適正管理に取り組みます。 

  ① 施設利用者の安全性を第一に考え、点検や診断の結果「早急に対策が必要」と

判断された施設について必要な修繕や改修を行うなど、優先的な対策の実施に努

めます。 

  ② 建物の老朽化が進行しており、かつ、必要性の高い施設については、施設の更

新や長寿命化改修による機能の維持を検討します。施設の更新に当たっては、総

面積の縮小や、他の施設との集約化・複合化を図ることを原則とします。 

  ③ 建物の老朽化が進行しており、かつ、利用率が低い施設については、廃止や他

の施設への機能集約について検討します。 

  ④ 建物の状態が比較的良好で、かつ、必要性の高い施設については、適正な維持

管理による施設の長寿命化を図ります。 

  ⑤ 建物の状態が比較的良好で、かつ、利用率が低い施設については、利用率の向

上を図るためのサービスの充実に努めるほか、他の施設からの機能集約について

検討します。 

３．施設の目標使用年数について 

  施設には、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５

号」に基づき、用途や構造の別ごとに、税法上の減価償却費を算出するための「法定

耐用年数」が設定されています。（表2-1） 

  一方、「建築物の耐久計画に関する考え方（昭和６３年日本建築学会）」では、構

造躯体の経年劣化等を考慮した、建築物全体の望ましい目標耐用年数を設定していま

す。（表2-2、表2-3） 

  本計画では、これらを参考に、適切な予防保全や長寿命化改修を行うことによる施

設の目標使用年数を、表２－４のとおり設定します。 

  なお、これは理論上の数値であり、建築当時の施工条件、環境条件、建物の維持管

理状況等により変動することが予想されます。そのため、長寿命化改修や更新（建替

え）の実施時期については、建物の劣化状況や施設の利用状況などを総合的に判断し

たうえで検討することとします。 
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 ◆表2-1 （参考）主な建物の耐用年数表 

用 途 
鉄筋 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 

鉄骨鉄筋 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 
鉄骨造 軽量鉄骨造 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯ

ｸ･れんが造 
木造 

庁舎 50年 50年 38年 30年 41年 24年 

事務所 50年 50年 38年 30年 41年 24年 

公民館 50年 50年 38年 30年 41年 24年 

集会所・会議室 47年 47年 34年 27年 38年 22年 

体育館 47年 47年 34年 27年 38年 22年 

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）」から抜粋 

 

 ◆表2-2 （参考）建築物全体の望ましい目標耐用年数の級 

構造  

種別  

用途 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

鉄骨造 

ﾌﾞﾛｯｸ造 

れんが造 
木 造 

重量鉄鋼 

軽量鉄骨 高品質の 

場合 

普通の品

質の場合 

高品質の 

場合 

普通の品

質の場合 

学 校 

官 庁 

 
100年以上 

 
60年以上 100年以上 60年以上 40年以上 60年以上 60年以上 

住 宅 

事務所 

病 院 

 
100年以上 

 
60年以上 100年以上 60年以上 40年以上 60年以上 40年以上 

店 舗 

旅 館 

ホテル 

 
100年以上 

 
60年以上 100年以上 60年以上 40年以上 60年以上 40年以上 

工 場 

 
40年以上 

 
25年以上 40年以上 25年以上 25年以上 25年以上 25年以上 

「建築物の耐久計画に関する考え方（昭和６３年日本建築学会）」から 

 

 ◆表2-3 （参考）目標耐用年数の級の区分の例 

目標耐用年数 
 

 級 

代表値 範囲 下限値 

100年 100年 80～120年 80年 

60年 60年 50～80年 50年 

40年 40年 30～50年 30年 

25年 25年 20～30年 20年 

「建築物の耐久計画に関する考え方（昭和６３年日本建築学会）」から抜粋 
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 ◆表2-4 本計画における目標使用年数の設定 

構造の別 法定耐用年数（※1） 
望ましい目標耐用 

年数（※2） 

本計画における 

目標使用年数 

鉄筋コンクリート 

鉄骨鉄筋コンクリート 
50年 

６０年以上 

（50年～80年） 
７０年 

鉄骨造（重量鉄骨） 38年 
６０年以上 

（50年～80年） 

鉄骨造（軽量鉄骨） 30年 
４０年以上 

（30年～50年） 
４０年 

木造 24年 
４０年以上 

（30年～50年） 

 ※１ 「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）」から、庁舎及び
事務所の数値を引用 

 ※２ 「建築物の耐久計画に関する考え方（昭和６３年日本建築学会）」から、官庁及び事務所の数
値を引用 

 

 ■図2-2 改修等のサイクル（イメージ） 

 

 

 

 

  

時間 

（年） 

経年による機能・性能の劣化 

新築時 

劣化度 

70 40 25 

改築（建替え） 

大規模改造 
計画保全による 
機能・性能の回復 

リニューアル改修に 
よる機能・性能の向上 

長寿命化改修 
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第３章 施設類型ごとの個別施設計画 

１．個別施設計画の記載事項（表の見かた） 

 ⑴ 基本方針 

   これまでの検討経緯を基に、施設類型全体又は施設ごとに適正配置・適正管理の

基本方針を記載しています。 

 ⑵ 個別施設の状態等 

   法定点検、公共施設包括管理業務による建物点検、施設管理者による報告、職員

による日常点検の結果等から、特に注意を要すべき施設の状態等について記載して

います。 

 ⑶ 施設の基本情報 

  ① 施設名称 

  ② 棟名称  施設を構成する主な棟（建物） 

  ③ 構造   

記 号 構 造 

ＲＣ 鉄筋コンクリート造 

ＳＲＣ 鉄骨鉄筋コンクリート造 

Ｓ 鉄骨造 

ＣＢ コンクリートブロック造 

Ｗ 木造 

  ④ 建築年度  主要建物の建築年度 

  ⑤ 法定耐用年数  減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省

令第１５号）に基づく耐用年数 

  ⑥ 耐用年数到来年度 

  ⑦ 耐震性 

   ア 耐震基準 

    新：新耐震基準（昭和５６年６月～）で建築された施設 

    旧：新耐震基準より前の耐震基準で建築された施設 

   イ 耐震診断の実施状況 

     旧耐震基準の施設について、耐震診断の実施の有無 

   ウ 耐震補強の実施状況 

     耐震性が不足していると診断された施設について、耐震補強の実施の有無 

  ⑧ 大規模改修実施年度 
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 ⑷ 基本方針（１期・２期） 

   これまでの検討経緯等を基に、１期（２０２１年度～２０２５年度）及び２期

（２０２６年度～２０３０年度）の各期間中の基本方針（方向性）を示していま

す。 

基本方針の類型 

１期 ２期 

当面維持 当面維持 

更新・集約複合化 更新・集約複合化検討 

長寿命化改修 長寿命化検討 

廃止 廃止検討 

  （注） 

   更新・・・既存施設と同程度の機能の施設に建て替えること。 

   集約化・・・同種の施設を統合すること。（例：〇〇公民館＋△△公民館） 

   複合化・・・種類の異なる施設を統合すること。（例：〇〇公民館＋〇〇小学校） 

   長寿命化・・・法定耐用年数を超えて施設を使用するために必要な改修を行うこと。 

   廃止・・・施設の用途を廃止し、建物の除却（解体）又は譲渡等をすること。 
 

 ⑸ 対策の内容、実施時期及び対策費用（概算） 

   点検や診断の結果に基づく個別施設の状態等を踏まえて、実施すべき修繕や更新

などの内容、実施時期及び対策費用の概算を記載しています。 
 

 ■図 3-1 個別施設計画の記載事項（表の見かた） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設類型

基本方針

個別施設の
状態等

基準 診断 補強 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
非常用照明更新 大規模改修(外装) 大規模改修(内装) 機械・空調設備 防災設備 電気設備

4,832 59,650 16,000 50,210 15,400 63,150

非常用照明更新 冷温水発生器更新 機械・空調設備 大規模改修(外装) 大規模改修(内装) 防災設備 電気設備

3,005 13,957 15,000 25,900 5,500 2,961 16,700

空調改修 照明更新 照明更新 照明更新

1,459 未定 未定 未定

⑸　社会教育施設 所　管　課 生涯学習課・美術館・文化課・都市整備課

①社会教育施設は、各施設の経年劣化及び耐用年数を考慮し、適正配置実施計画（個別施設計画）に基づき、計画的な修繕及び更新を行うこと
により、長寿命化及び修繕更新等に係る費用の平準化を図る。
②板谷波山記念館は、「板谷波山記念館整備検討委員会」が令和元年度に策定した基本構想及び基本計画に基づき、今後の方針について検討す
る。
③中央図書館・明野図書館は、指定管理者による運営を継続しつつ、指定管理者が策定する「中長期修繕計画」に基づき、施設の長寿命化及び
修繕更新等に係る費用の平準化を図る。

・中央図書館及び明野図書館は、防災設備（消火設備及び非常照明器具）について早急に対応すべき指摘事項がある。
・明野図書館は、外壁（タイル）の損傷及び児童開架室の上部壁面に広範なひび割れが見られる。
　（外壁タイルの損傷は、令和２年度に実施した雨漏り修繕時に対応済）
・しもだて美術館は、照明設備の更新（ＬＥＤ化等）を計画的に進める必要がある。
・農業資料館は、経年劣化による屋根の発錆が見られる。

２期（後期）

― ― 長寿命化改修 長寿命化検討

耐用

年数

到来

耐震性 大規模

改修実

施年度

基本方針
（１期）

基本方針
（２期）

対策の内容、実施時期及び対策費用（概算）
(千円)

新

１期（前期）施設名称 棟名称 構造
建築

年度

法定

耐用

年数

― ―

中央図書館 図書館 RC 1997 50 2047

当面維持― ―明野図書館 図書館 RC 1986 50 2036 新 長寿命化改修

当面維持 当面維持しもだて美術館 美術館 SRC 2003 50 2053 新

⑷ ⑶ 

⑴ 

⑵ 

⑸ 
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建
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建
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建
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建
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建
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0
1
9
9
,
7
9
0
1
9
9
,
7
9
0
1
9
9
,
7
9
0
1
9
9
,
7
9
0
1
2
6
,
4
9
8

庁
舎

(
旧

館
)

R
C

1
9
7
3

5
0

2
0
2
3
旧

済
未

廃
止

解
体

設
計

除
却

庁
舎

(
新

館
)

R
C

1
9
8
7

5
0

2
0
3
7
新

―
―

(本
庁
舎
に
集
約
)

1
8
,
2
9
3
4
6
8
,
4
9
2

壁
面

防
水

等
ト

イ
レ

改
修

車
庫

塗
装

1
,
7
9
0

2
,
1
3
0

5
3
9

空
調

設
備

未
定

揚
水
ポ
ン
プ
等

8
5
8

電
気

設
備

電
気
設
備
等

植
栽

等

7
0
7

2
,
2
6
3

4
,
9
8
6

解
体

設
計

解
体

工
事
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⑴
　
庁
舎
等

所
　

管
　

課
管

財
課

・
関

城
支

所
・
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野
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所

・
協
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島

出
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①
庁

舎
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、
行

政
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の

維
持

及
び

市
民
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ー
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ス

提
供

の
た

め
の
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設
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。
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庁
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得
る

べ
く

、
規

範
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②
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用

に
つ

い
て

検
討

す
る

。
　

（
消

防
防

災
課
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令

和
２

年
度

に
本

庁
舎

に
移

転
済

。
情

報
政

策
課

は
令

和
３

年
度

に
本

庁
舎

に
移

転
予

定
）

③
関

城
支

所
及

び
下

館
武

道
館

は
、

施
設

、
設

備
等

の
老

朽
化

の
状

況
を

把
握

し
、

適
正

配
置

実
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計
画

（
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画
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図
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庁
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、

川
島
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張

所
、

明
野

支
所

、
協

和
総

合
庁

舎
（

協
和

支
所

）
は

、
平

成
２

５
年

度
以

後
に
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築

又
は
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修
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れ
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比

較
的

新
し
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設
で

あ
る

が
、

今
後

の
施

設
、

設
備

等
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経
年

劣
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び

耐
用

年
数

を
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適

正
配

置
実

施
計
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画
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図
る

。
⑤

旧
川

島
出

張
所

は
、

消
防

署
川

島
出

張
所

の
移

転
整

備
に

伴
い

、
施

設
を

解
体

撤
去

し
、

跡
地

の
有

効
活

用
に

つ
い

て
検

討
す

る
。
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迎
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又
は

修
繕

す
る

必
要

が
あ

る
。

明
野

学
校

給
食

セ
ン

タ
ー

調
理

場
S

2
0
0
4

3
1

2
0
3
5

当
面

維
持

新
―

―
当

面
維

持
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施
設

類
型

基
本

方
針

個
別

施
設

の
状

態
等

基
準

診
断

補
強

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

2
0
3
0

幼
稚

園
舎

R
C

1
9
8
7

4
7

2
0
3
4
新

―
―

整
備

設
計

等
整
備
工
事
等

整
備
工
事
等

保
育

所
R
C

1
9
8
9

4
7

2
0
3
6
新

―
―

6
7
0
,
8
0
4
8
0
6
,
9
8
4

8
5
,
7
9
6

放
送
塔
撤
去
等

解
体

設
計

解
体

工
事

1
,
2
8
7

9
,
6
0
3

廃
止

(
2
0
2
0
年

)

廃
止

(
2
0
2
0
年

)

１
期

（
前

期
）

２
期

（
後

期
）

基
本

方
針

（
１

期
）

認
定

こ
ど

も
園

せ
き

じ
ょ

う
更

新
・

集
約

複
合

化

⑶
　
子
育
て
支
援
施
設

所
　

管
　

課
こ

ど
も

課
・

学
務

課
・

母
子

保
健

課
・

認
定

こ
ど

も
園

せ
き

じ
ょ

う
・

明
野

幼
稚

園

①
教

育
・

保
育

施
設

（
幼

稚
園

・
保

育
園

・
認

定
こ

ど
も

園
）

は
、

民
間

事
業

者
に

よ
る

運
営

が
充

実
し

て
き

て
い

る
こ

と
か

ら
、

公
立

の
認

定
こ

ど
も

園
１

か
所

（
認

定
こ

ど
も

園
せ

き
じ

ょ
う

）
を

よ
り

充
実

さ
せ

、
民

間
事

業
者

に
担

う
こ

と
の

で
き

な
い

ニ
ー

ズ
の

対
応

に
あ

た
る

。
②

認
定

こ
ど

も
園

せ
き

じ
ょ

う
（

旧
関

城
保

育
園

・
旧

関
城

保
育

園
）

は
、

建
物

や
設

備
等

の
老

朽
化

が
著

し
い

た
め

、
新

た
に

施
設

を
整

備
す

る
。

③
明

野
幼

稚
園

は
、

園
児

数
の

減
少

及
び

民
間

事
業

者
に

よ
る

認
定

こ
ど

も
園

等
の

運
営

動
向

に
照

ら
し

、
令

和
５

年
度

を
も

っ
て

閉
園

す
る

。
（

公
立

と
し

て
子

育
て

支
援

施
設

の
必

要
性

と
そ

の
保

育
需

要
は

認
定

こ
ど

も
園

せ
き

じ
ょ

う
が

担
う

こ
と

と
す

る
。

）
④

用
途

廃
止

後
の

協
和

幼
稚

園
の

施
設

は
、

解
体

撤
去

し
、

敷
地

（
借

地
）

に
つ

い
て

は
原

状
回

復
の

う
え

地
権

者
に

返
還

す
る

。
（

令
和

２
年

度
に

施
設

を
解

体
撤

去
し

、
令

和
３

年
３

月
末

を
も

っ
て

借
地

返
還

済
）

①
認

定
こ

ど
も

園
せ

き
じ

ょ
う

・
施

設
の

劣
化

に
よ

り
雨

天
時

に
園

舎
内

の
各

所
で

雨
漏

り
が

あ
り

、
大

規
模

改
修

又
は

建
替

え
の

検
討

が
必

要
な

状
況

で
あ

る
。

　
（

令
和

２
年

度
に

保
育

園
舎

屋
根

等
改

修
工

事
完

了
予

定
）

・
防

火
設

備
は

、
現

行
法

に
適

合
す

る
設

備
へ

の
更

新
が

必
要

で
あ

る
。

・
調

理
室

は
保

健
所

の
立

ち
入

り
検

査
で

施
設

の
構

造
等

多
数

指
摘

が
あ

り
、

計
画

的
な

改
修

を
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

。
・

空
調

設
備

及
び

屋
外

遊
具

に
つ

い
て

早
急

に
対

応
す

べ
き

指
摘

事
項

が
あ

る
。

・
不

要
な

プ
ー

ル
が

あ
り

、
解

体
・

撤
去

が
望

ま
れ

る
。

②
明

野
幼

稚
園

・
保

健
室

の
換

気
扇

に
つ

い
て

早
急

に
改

修
等

が
必

要
な

指
摘

事
項

が
あ

る
。

・
消

防
設

備
及

び
屋

外
遊

具
に

つ
い

て
早

急
に

対
応

す
べ

き
指

摘
事

項
が

あ
る

。
・

放
送

塔
（

モ
ニ

ュ
メ

ン
ト

）
が

老
朽

化
に

よ
り

転
倒

の
危

険
性

が
あ

る
。

(
千

円
)

基
本

方
針

（
２

期
）

耐
用

年
数

到
来

耐
震

性
大
規
模

改
修
実

施
年
度

施
設

名
称

棟
名

称
構

造
建

築
年

度

法
定

耐
用

年
数

R
C

1
9
7
6

4
7

旧
済

済

明
野

幼
稚

園

協
和

幼
稚

園

保
育

室
・

事
務

室
R
C

1
9
7
3

4
7

2
0
2
0
旧

済
―

2
0
0
5

廃
止

保
育

室
、

管
理

棟
2
0
2
3

2
0
1
6
新

―
―

協
和

保
育

所
保

育
所

W
1
9
9
4

2
2

対
策

の
内

容
、

実
施

時
期

及
び

対
策

費
用

（
概

算
）

凡
例

築
後

4
0
年

築
後

7
0
年

法
定
耐
用
年
数
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施
設

類
型

基
本

方
針

個
別

施
設

の
状

態
等

基
準

診
断

補
強

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

照
明

設
備

照
明
設
備

12
0

1,
30
0

⑷
　
集
会
施
設
・
文
化
施
設

所
　
管
　
課

管
財
課
・
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
・
生

涯
学
習
セ
ン
タ
ー
・
明
野
公
民
館
・
協
和
公
民
館
・
高
齢
福
祉
課

①
集

会
施

設
・

文
化

施
設

は
、

新
た
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
在
り
方
や
整
備
単
位
に
つ
い
て
、
地
域
住
民

や
自
治
会
と
の
協
議
、
検
証
を
重
ね
、
再
編
整
備
を
図
る
と
と
も
に
、
設

置
根

拠
や

施
設

名
称

の
整

理
も

含
め
た
運
営
手
法
の
抜
本
的
な
見
直
し
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

②
各

施
設

の
経

年
劣

化
及

び
耐

用
年
数
を
考
慮
し
、
適
正
配
置
実
施
計
画
（
個
別
施
設
計
画
）
に
基
づ
き
、

計
画
的
な
修
繕
及
び
更
新
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
長
寿
命
化
及
び
修
繕
更

新
等

に
係

る
費

用
の

平
準

化
を

図
る
。
特
に
、
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
、
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
、
明
野
公
民
館

は
、
基
幹
施
設
と
し
て
長
寿
命
化
の
た
め
の
改
修
を
図
り
、
大
田
公
民

館
、

川
島

公
民

館
、

関
本

公
民

館
、
は
、
目
標
耐
用
年
数
に
相
応
す
る
機
能
を
保
全
す
る
た
め
の
改
修
を
図

る
。

③
五

所
公

民
館

、
河

間
公

民
館

及
び
嘉
田
生
崎
公
民
館
は
、
耐
震
診
断
の
結
果
に
基
づ
き
令
和
元
年
７
月
（

五
所
公
民
館
は
８
月
）
か
ら
利
用
を
中
止
し
、
代
替
施
設
を
利
用
し
つ

つ
、

そ
れ

ぞ
れ

五
所

小
学

校
、

河
間
小
学
校
及
び
嘉
田
生
崎
小
学
校
と
の
複
合
化
を
進
め
る
。
（
令
和
２
年

度
に
複
合
化
工
事
実
施
済
）

④
大

田
公

民
館

は
、

耐
震

補
強

工
事
を
実
施
し
て
継
続
使
用
す
る
。
（
令
和
２
年
度
に
耐
震
補
強
工
事
実
施

済
）

⑤
河

内
公

民
館

及
び

黒
子

公
民

館
は
、
耐
震
診
断
の
結
果
に
基
づ
き
令
和
元
年
７
月
か
ら
利
用
を
中
止
し
、

代
替
施
設
を
利
用
し
つ
つ
、
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
、
関
本
公
民
館
及
び
他

の
施

設
類

型
も

含
め

た
関

城
地

区
の
公
共
施
設
の
複
合
化
や
機
能
集
約
に
つ
い
て
「
関
城
地
区
に
お
け
る
今

後
の
公
共
施
設
の
在
り
方
協
議
会
」
で
協
議
し
た
結
果
を
踏
ま
え
、
廃
止

す
る

こ
と

と
す

る
。

・
し

も
だ

て
地

域
交

流
セ

ン
タ

ー
は
、
室
内
や
空
中
回
廊
部
分
の
漏
水
の
ほ
か
、
外
壁
亀
裂
が
見
ら
れ
、
建

築
躯
体
の
改
修
工
事
の
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
空
調
設
備
の
不
具
合
、
一

部
故

障
が

頻
発

し
、

早
急

に
対

応
す
べ
き
状
況
に
あ
り
、
大
規
模
改
修
に
よ
っ
て
対
応
が
必
要
な
状
態
で
あ

る
。

・
生

涯
学

習
セ

ン
タ

ー
は

、
鋼

板
屋
根
の
発
錆
や
外
壁
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
）
の
損
傷
、
天
井
面
の
漏
水
が
見

ら
れ
る
ほ
か
、
消
防
設
備
、
防
災
設
備
、
電
気
設
備
、
空
調
設
備
及
び
排

水
設

備
に

つ
い

て
早

急
に

対
応

す
べ
き
指
摘
事
項
が
あ
る
。

・
明

野
公

民
館

は
、

鋼
板

屋
根

の
発
錆
や
外
壁
（
タ
イ
ル
）
の
損
傷
が
見
ら
れ
、
外
壁
・
漏
水
工
事
が
必
要

な
ほ
か
、
空
調
設
備
、
防
災
設
備
、
電
気
設
備
、
給
水
設
備
、
ホ
ー
ル
音

響
設

備
等

に
つ

い
て

早
急

に
対

応
す
べ
き
指
摘
事
項
が
あ
り
、
屋
根
防
水
外
壁
改
修
工
事
、
変
電
設
備
更
新

工
事
、
空
調
設
備
更
新
工
事
等
を
順
次
、
実
施
す
る
。
ま
た
、
施
設
の
バ

リ
ア

フ
リ

ー
改

修
事

業
（

ユ
ニ

バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
化
）
と
し
て
、
ト
イ
レ
洋
式
化
改
修
等
の
実
施
が
必
要

で
あ
る
。

・
五

所
公

民
館

、
河

間
公

民
館

、
嘉
田
生
崎
公
民
館
は
、
、
耐
震
診
断
の
結
果
、
大
規
模
地
震
に
よ
る
倒
壊

の
危
険
性
が
高
い
と
診
断
さ
れ
た
た
め
、
利
用
を
中
止
（
閉
鎖
）
し
、
各

小
学

校
と

の
複

合
化

工
事

を
経

て
、
令
和
２
年
２
月
か
ら
順
次
、
各
小
学
校
と
の
複
合
化
後
の
施
設
を
共
用

開
始
し
た
。
ま
た
、
旧
３
公
民
館
は
、
令
和
２
年
度
に
解
体
し
た
。

・
竹

島
公

民
館

は
、

空
調

設
備

及
び
排
水
設
備
に
つ
い
て
早
急
に
対
応
す
べ
き
指
摘
事
項
が
あ
る
。

・
養

蚕
公

民
館

は
、

排
水

設
備

の
故
障
、
漏
水
の
ほ
か
、
１
階
大
会
議
室
の
内
装
建
具
の
破
損
が
見
ら
れ
る

。
・

中
公

民
館

は
、

空
調

設
備

、
消
防
設
備
及
び
排
水
設
備
に
つ
い
て
早
急
に
対
応
す
べ
き
指
摘
事
項
が
あ
る

。
・

大
田

公
民

館
は

、
耐

震
診

断
の
結
果
、
大
規
模
地
震
に
対
す
る
耐
震
性
が
十
分
で
な
い
と
診
断
さ
れ
た
た

め
、
指
定
緊
急
避
難
場
所
の
指
定
を
解
除
し
た
。
ま
た
、
排
水
設
備
に
つ

い
て

早
急

に
対

応
す

べ
き

指
摘

事
項
が
あ
る
。
耐
震
補
強
工
事
は
令
和
２
年
度
に
実
施
し
、
目
標
耐
用
年
数

(6
0年

以
上
)の

間
、
使
用
継
続
す
る
こ
と
と
し
た
。

・
関

本
公

民
館

は
、

耐
震

診
断

の
結
果
、
大
規
模
地
震
に
対
す
る
耐
震
性
が
十
分
で
な
い
と
診
断
さ
れ
た
が

、
早
急
な
耐
震
補
強
工
事
の
必
要
性
は
認
め
れ
な
か
っ
た
た
め
、
指
定
緊

急
避

難
場

所
の

指
定

を
解

除
し

た
。
ま
た
、
空
調
設
備
の
更
新
、
ト
イ
レ
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
（
洋
式
化
）
が

必
要
な
状
態
に
あ
る
ほ
か
、
電
気
設
備
の
更
新
等
の
指
摘
事
項
が
あ
る
。

・
河

内
公

民
館

、
黒

子
公

民
館

は
、
耐
震
調
査
結
果
に
よ
り
耐
震
性
が
不
足
し
、
令
和
元
年
７
月
か
ら
利
用

中
止
し
た
が
、
地
区
協
議
会
の
検
討
及
び
合
意
形
成
を
経
て
、
施
設
を
順

次
、

解
体

撤
去

す
る

。
ま

た
、

跡
地
の
有
効
活
用
を
別
途
、
検
討
す
る
。

・
海

老
ヶ

島
集

会
所

は
、

外
壁

窓
枠
に
傾
き
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
老
朽
化
が
進
ん
で
い
る
。

２
期
（
後
期
）

コ
ミ
ュ

ニ
テ

ィ
プ

ラ
ザ

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

プ
ラ

ザ
SR
C
1
9
9
1

47
2
0
3
8

(
千

円
)

新
―

―
当
面
維
持

当
面
維
持

１
期

（
前
期
）

施
設

名
称

棟
名

称
構
造

建
築

年
度

法
定

耐
用

年
数

耐
用

年
数

到
来

耐
震
性

大
規

模
改

修
実

施
年

度

基
本
方
針

（
１
期
）

基
本
方
針

（
２
期
）

対
策
の
内
容
、
実
施
時
期
及
び
対
策
費
用
（
概
算
）
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基
準

診
断

補
強

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

２
期
（
後
期
）

１
期

（
前
期
）

施
設

名
称

棟
名

称
構
造

建
築

年
度

法
定

耐
用

年
数

耐
用

年
数

到
来

耐
震
性

大
規

模
改

修
実

施
年

度

基
本
方
針

（
１
期
）

基
本
方
針

（
２
期
）

対
策
の
内
容
、
実
施
時
期
及
び
対
策
費
用
（
概
算
）

外
壁

塗
装

等
改

修
設

計
等

改
修

設
計

等
大

規
模

改
修

内
装

外
構

改
修

照
明

器
具

更
新

防
災

設
備

更
新

自
動

ﾄﾞ
ｱ改

修
駐

車
券

発
券

機
冷

却
塔

保
守

51
,0
27

10
9,

30
3

1,
00
8,
00
0
67

2,
00

0
10
,8
00

21
,6
85

15
,7
86

11
,2
01

6,
18
1

14
,5
09

電
気

設
備

電
気

設
備

空
調
設
備

電
気
設
備

電
気
設
備

電
気
設
備

防
災
設
備

電
気
設
備

防
災
設
備

電
気
設
備

21
,3
17

69
,6
10

58
,5
35

13
,4
70

79
,4
50

71
,2
50

4,
50
0

11
,6
50

6,
50
0

39
,2
20

ト
イ
レ
改
修
等

屋
根

防
水

等
空

調
更

新
等

内
装

改
修

等
屋

根
防

水
等

防
災
設
備

内
装

設
備

等
内
装
設
備

84
,7
18

18
0,

60
4

97
,2
86

67
4,

12
0

3,
50
0

95
2

10
,8
30

96
0

外
壁

改
修

外
壁

・
屋

上
防

水
等

空
調

設
備

改
修

内
装

2,
63
6

26
,1
57

21
,7
80

未
定

照
明
器
具
等
改
修

外
壁

・
屋

上
防

水
等

3,
02
9

24
,1
77

ト
イ
レ
等
改
修

外
壁

・
屋

上
防

水
等

空
調

設
備

改
修

内
装

3,
50
3

26
,1
57

21
,7
80

未
定

ト
イ
レ
等
改
修

外
壁

・
屋

上
防

水
等

空
調

設
備

改
修

4,
01
6

26
,1
57

21
,7
80

廃
止

解
体

・
駐

車
場

整
備

(五
所

小
に

複
合

化
)

72
,6
00

ト
イ
レ
等
改
修

外
壁

・
屋

上
防

水
等

空
調

設
備

改
修

2,
81
6

26
,1
57

21
,7
80

廃
止

解
体

・
駐

車
場

整
備

(河
間

小
に

複
合

化
)

72
,6
00

合
併

浄
化

槽
等

改
修

外
壁

・
屋

上
防

水
等

空
調

設
備

改
修

20
,9
22

26
,1
57

21
,7
80

廃
止

解
体

・
駐

車
場

整
備

(嘉
田
生
崎
小
に
複
合
化
)

59
,6
31

電
気

設
備

耐
震
改
修

大
規

模
改

修

14
,9
43

67
,0
00

14
9,

00
0

養
蚕
公

民
館

公
民

館
RC

1
9
8
2

50
2
0
3
2
新

―
―

検
討
中

―
―

長
寿
命
化
改
修

長
寿
命
化
検
討

市
民

ホ
ー

ル
RC

1
9
9
4

47
2
0
4
1

長
寿
命
化
検
討

し
も
だ

て
地

域
交

流
セ

ン
タ

ー
公

民
館

SR
C
2
0
0
3

50
2
0
5
3
新

―
―

2
0
3
4
新

―
―

長
寿
命
化
改
修

公
民

館
・

市
民

ホ
ー

ル
RC

1
9
8
4

50

長
寿
命
化
改
修

長
寿
命
化
検
討

新

伊
讃
公

民
館

公
民

館
S

1
9
8
1

38
2
0
1
9
新

―
―

1
9
8
7

50
当
面
維
持

2
0
3
7
新

―
―

長
寿
命
化
改
修

検
討
中

五
所
公

民
館

(旧
)

公
民

館
S

1
9
8
0

38
2
0
1
8
旧

済
未

―

中
公
民

館
公

民
館

RC
1
9
8
5

50
2
0
3
5
新

竹
島
公

民
館

公
民

館
RC

1
9
8
4

50
2
0
3
4
新

―
―

検
討
中

河
間
公

民
館

(旧
)

公
民

館
S

1
9
7
8

38

大
田
公

民
館

公
民

館
S

1
9
8
0

38
2
0
1
8
旧

済
済

2
0
1
6
旧

済
未

長
寿
命
化
改
修

当
面
維
持

嘉
田
生

崎
公

民
館

(旧
)

公
民

館
RC

1
9
7
9

50
2
0
2
9
旧

済
未

河
間
公

民
館

(新
)

公
民

館
S

2
0
2
0

38
2
0
5
8

関
本
公

民
館

公
民

館
RC

1
9
8
0

50
2
0
3
0
旧

済
未

検
討
中

五
所
公

民
館

(新
)

公
民

館
S

2
0
2
0

38
2
0
5
8
新

―
―

当
面
維
持

当
面
維
持

生
涯
学

習
セ

ン
タ

ー

明
野
公

民
館

―

検
討
中

川
島
公

民
館

公
民

館
RC

新
―

―
当
面
維
持

当
面
維
持

嘉
田
生

崎
公

民
館

(新
)

公
民

館
S

2
0
2
0

38
2
0
5
8
新

―
―

当
面
維
持

当
面
維
持

凡
例

築
後

4
0
年

築
後

7
0
年

法
定
耐
用
年
数

- 
14

 -



　

基
準

診
断

補
強

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

２
期
（
後
期
）

１
期

（
前
期
）

施
設

名
称

棟
名

称
構
造

建
築

年
度

法
定

耐
用

年
数

耐
用

年
数

到
来

耐
震
性

大
規

模
改

修
実

施
年

度

基
本
方
針

（
１
期
）

基
本
方
針

（
２
期
）

対
策
の
内
容
、
実
施
時
期
及
び
対
策
費
用
（
概
算
）

解
体

設
計

解
体
工
事

6,
09
0

10
0,

00
0

解
体

設
計

解
体
工
事

4,
60
0
10
8,

02
0

空
調
設
備

未
定

空
調

設
備

18
0

大
規

模
改

修

未
定

1
9
8
1

24
当
面
維
持

2
0
0
5
旧

未
未

当
面
維
持

協
和
転

作
促

進
研

修
セ

ン
タ

ー
集

会
施

設
W

河
内
公

民
館

公
民

館
RC

1
9
7
6

50
2
0
2
6
旧

済
未

廃
止

海
老
ヶ

島
集

会
所

集
会

所
W

1
9
8
3

22
2
0
0
5
新

黒
子
公

民
館

公
民

館
RC

1
9
7
2

50
2
0
2
2
旧

済
未

廃
止

協
和
総

合
庁

舎
（

協
和

公
民

館
）

公
民

館
RC

2
0
1
4

50
2
0
6
4
新

協
和
ふ

れ
あ

い
健

康
プ

ラ
ザ

集
会

施
設

W

―
―

当
面
維
持

当
面
維
持

―
―

当
面
維
持

―
―

当
面
維
持

当
面
維
持

2
0
0
3

24
長
寿
命
化
検
討

2
0
2
7
新
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施
設

類
型

基
本

方
針

個
別

施
設

の
状

態
等

基
準

診
断

補
強

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

2
0
3
0

非
常

用
照

明
更

新
大

規
模

改
修

(外
装

)
大

規
模

改
修

(内
装

)
機

械
・

空
調

設
備

防
災

設
備

電
気

設
備

4
,
8
7
6

5
9
,
6
5
0

1
6
,
0
0
0

5
0
,
2
1
0

1
5
,
4
0
0

6
3
,
1
5
0

非
常

用
照

明
更

新
冷
温
水
発
生
器
更
新

空
調

設
備

大
規

模
改

修
(外

装
)

大
規

模
改

修
(内

装
)
防

災
設

備
電

気
設

備

3
,
0
7
9

1
3
,
9
5
7

2
,
3
2
8

2
5
,
9
0
0

5
,
5
0
0

2
,
9
6
1

1
6
,
7
0
0

照
明

更
新

1
6
,
9
5
1

屋
根

塗
装

未
定

当
面

維
持

石
蔵

資
料

館
W

1
9
7
5

2
4

1
9
9
9
旧

―
―

当
面

維
持

当
面

維
持

し
も

だ
て

美
術

館
美

術
館

S
R
C
2
0
0
3

5
0

2
0
5
3
新

法
定

耐
用

年
数

―
―

中
央

図
書

館
図

書
館

R
C

1
9
9
7

5
0

2
0
4
7

当
面

維
持

―
―

明
野

図
書

館
図

書
館

R
C

1
9
8
6

5
0

2
0
3
6
新

長
寿

命
化

改
修

当
面

維
持

⑸
　
社
会
教
育
施
設

所
　

管
　

課
生

涯
学

習
課

・
美

術
館

・
文

化
課

・
都

市
整

備
課

①
社

会
教

育
施

設
は

、
各

施
設

の
経

年
劣

化
及

び
耐

用
年

数
を

考
慮

し
、

適
正

配
置

実
施

計
画

（
個

別
施

設
計

画
）

に
基

づ
き

、
計

画
的

な
修

繕
及

び
更

新
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

長
寿

命
化

及
び

修
繕

更
新

等
に

係
る

費
用

の
平

準
化

を
図

る
。

特
に

、
中

央
図

書
館

、
明

野
図

書
館

、
し

も
だ

て
美

術
館

は
、

基
幹

施
設

と
し

て
長

寿
命

化
の

た
め

の
改

修
を

図
る

。
②

板
谷

波
山

記
念

館
は

、
「

板
谷

波
山

記
念

館
整

備
検

討
委

員
会

」
が

令
和

元
年

度
に

策
定

し
た

基
本

構
想

及
び

基
本

計
画

に
基

づ
き

、
今

後
の

方
針

に
つ

い
て

検
討

す
る

。
③

中
央

図
書

館
・

明
野

図
書

館
は

、
指

定
管

理
者

に
よ

る
運

営
を

継
続

し
つ

つ
、

指
定

管
理

者
が

策
定

す
る

「
中

長
期

修
繕

計
画

」
に

基
づ

き
、

施
設

の
長

寿
命

化
及

び
修

繕
更

新
等

に
係

る
費

用
の

平
準

化
を

図
る

。

・
中

央
図

書
館

及
び

明
野

図
書

館
は

、
防

災
設

備
（

消
火

設
備

及
び

非
常

照
明

器
具

）
に

つ
い

て
早

急
に

対
応

す
べ

き
指

摘
事

項
が

あ
る

。
・

明
野

図
書

館
は

、
外

壁
（

タ
イ

ル
）

の
損

傷
及

び
児

童
開

架
室

の
上

部
壁

面
に

広
範

な
ひ

び
割

れ
が

見
ら

れ
る

ほ
か

、
空

調
設

備
が

耐
用

年
数

を
超

え
、

不
具

合
が

生
じ

て
い

る
た

め
、

更
新

、
修

繕
等

が
必

要
で

あ
る

。
（

外
壁

タ
イ

ル
の

損
傷

は
、

令
和

２
年

度
に

実
施

し
た

雨
漏

り
修

繕
時

に
対

応
済

）
・

し
も

だ
て

美
術

館
は

、
照

明
設

備
の

更
新

（
Ｌ

Ｅ
Ｄ

化
等

）
を

計
画

的
に

進
め

る
必

要
が

あ
る

。
・

農
業

資
料

館
は

、
経

年
劣

化
に

よ
る

屋
根

の
発

錆
が

見
ら

れ
る

。

２
期

（
後

期
）

―
―

長
寿

命
化

改
修

長
寿

命
化

検
討

耐
用

年
数

到
来

耐
震

性
大
規
模

改
修
実

施
年
度

基
本

方
針

（
１

期
）

基
本

方
針

（
２

期
）

対
策

の
内

容
、

実
施

時
期

及
び

対
策

費
用

（
概

算
）

(
千

円
)

新

１
期

（
前

期
）

施
設

名
称

棟
名

称
構

造
建

築
年

度

板
谷

波
山

記
念

館
展

示
館

R
C

1
9
9
4

5
0

2
0
4
4
新

―
―

検
討

中

長
寿

命
化

改
修

農
業

資
料

館
資

料
館

W
1
9
8
5

2
4

当
面

維
持

2
0
0
9
新

―
―

凡
例

築
後

4
0
年

築
後

7
0
年

法
定
耐
用
年
数

- 
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施
設

類
型

基
本

方
針

個
別

施
設

の
状

態
等

基
準

診
断

補
強

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

2
0
3
0

照
明

設
備

地
下
タ
ン
ク

2
,
0
0
0

1
,
7
0
0

集
約

複
合

化
検

討

未
定

集
約

複
合

化
検

討

未
定

集
約

複
合

化
検

討

未
定

排
気

ダ
ク

ト
雨

漏
調

査
屋

根
改

修
外

壁
改

修

　
2
6
3

2
,
1
7
2

5
5
,
9
9
9

1
1
,
0
6
6

雨
樋

修
繕

等

1
,
0
5
0

解
体

設
計

解
体

工
事

4
,
0
5
9

3
6
,
7
9
6

排
煙

窓
排

煙
窓

1
,
2
9
8

1
,
3
0
0

当
面

維
持

新
更
新
・
集
約
複
合
化
検
討

１
期

（
前

期
）

基
本

方
針

（
２

期
）

対
策

の
内

容
、

実
施

時
期

及
び

対
策

費
用

（
概

算
）

総
合

福
祉

セ
ン

タ
ー

施
設

名
称

棟
名

称
構

造
建

築
年

度

法
定

耐
用

年
数

耐
用

年
数

到
来

耐
震

性
大
規
模

改
修
実

施
年
度

当
面

維
持

更
新
・
集
約
複
合
化
検
討

2
0
1
4

当
面

維
持

当
面

維
持

⑹
　
保
健
・
福
祉
施
設

所
　

管
　

課
社

会
福

祉
課

・
高

齢
福

祉
課

・
健

康
増

進
課

①
保

健
・

福
祉

施
設

は
、

他
の

施
設

類
型

の
施

設
も

含
め

た
複

合
化

や
機

能
集

約
（

移
転

）
を

総
合

的
に

検
討

す
る

。
②

当
面

は
、

現
施

設
の

安
全

を
確

保
し

つ
つ

、
今

後
の

施
設

、
設

備
等

の
経

年
劣

化
及

び
耐

用
年

数
を

考
慮

し
、

計
画

的
な

修
繕

及
び

更
新

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
長

寿
命

化
及

び
修

繕
更

新
等

に
係

る
費

用
の

平
準

化
を

図
る

。

・
総

合
福

祉
セ

ン
タ

ー
は

、
多

目
的

ホ
ー

ル
の

照
明

が
一

部
点

灯
不

良
で

あ
る

。
・

協
和

ふ
れ

あ
い

セ
ン

タ
ー

は
、

雨
天

時
に

施
設

内
の

各
所

で
雨

漏
り

が
あ

り
、

漏
水

箇
所

の
調

査
及

び
改

修
が

必
要

で
あ

る
。

・
旧

関
城

保
健

セ
ン

タ
ー

は
、

地
区

協
議

会
の

検
討

及
び

合
意

形
成

を
経

て
、

施
設

を
解

体
撤

去
す

る
。

ま
た

、
跡

地
の

有
効

活
用

を
別

途
、

検
討

す
る

。

２
期

（
後

期
）

基
本

方
針

（
１

期
）

―
―

老
人

福
祉

セ
ン

タ
ー

R
C

1
9
8
1

5
0

(
千

円
)

更
新
・
集
約
複
合
化
検
討

心
身

障
害

者
福

祉
セ

ン
タ

ー
心

身
障

害
者

福
祉

セ
ン

タ
ー

S
2
0
0
0

3
8

2
0
3
8
新

―
―

2
0
2
8
旧

済
―

当
面

維
持

当
面

維
持

当
面

維
持

明
野

い
き

が
い

セ
ン

タ
ー

明
野

農
村

環
境

改
善

セ
ン

タ
ー

R
C

1
9
7
8

5
0

下
館

保
健

セ
ン

タ
ー

保
健

セ
ン

タ
ー

R
C

1
9
8
6

5
0

2
0
3
6
新

―
―

関
城

保
健

セ
ン

タ
ー

（
関

城
支

所
内

）
保

健
セ

ン
タ

ー
R
C

1
9
8
6

5
0

当
面

維
持

2
0
3
6
新

―
―

当
面

維
持

5
0

―
―

旧
済

―

協
和

ふ
れ

あ
い

セ
ン

タ
ー

福
祉

セ
ン

タ
ー

S
1
9
9
2

3
8

関
城

老
人

福
祉

セ
ン

タ
ー

2
0
3
1

当
面

維
持

当
面

維
持

―
―

廃
止

当
面

維
持

当
面

維
持

当
面

維
持

―
―

当
面

維
持

―
―

―
―

あ
け

の
元

気
館

健
康

増
進

施
設

R
C

2
0
0
0

5
0

2
0
5
0
新

当
面

維
持

2
0
3
0
新

―
―

長
寿

命
化

改
修

当
面

維
持

当
面

維
持

明
野

保
健

セ
ン

タ
ー

明
野

保
健

セ
ン

タ
ー

R
C

2
0
0
0

5
0

2
0
5
0
新

協
和

保
健

セ
ン

タ
ー

保
健

セ
ン

タ
ー

R
C

1
9
8
8

5
0

2
0
3
8
新

総
合

福
祉

セ
ン

タ
ー

R
C

1
9
8
4

5
0

2
0
3
4
新

旧
関

城
保

健
セ

ン
タ

ー
保

健
セ

ン
タ

ー
R
C

1
9
8
3

5
0

2
0
3
3
新

2
0
2
8

明
野

老
人

福
祉

セ
ン

タ
ー

R
C

1
9
7
8

凡
例

築
後

4
0
年

築
後

7
0
年

法
定
耐
用
年
数
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施
設

類
型

基
本

方
針

個
別

施
設

の
状

態
等

基
準

診
断

補
強

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

2
0
3
0

電
気

設
備

電
気

設
備

給
排
水
設
備

大
規

模
改

修
設

計
大
規
模
改
修

1
0
4
,
0
6
5

2
4
,
4
2
6

8
,
3
6
0

1
5
,
0
0
0

1,
60
0,
40
0

電
気

設
備

未
定

大
規

模
改

修
設

計
大
規
模
改
修

1
5
,
0
0
0
5
5
3
,
2
1
0

廃
止

(
2
0
2
0
年

)

大
規

模
改

修
設

計
大
規
模
改
修

7
,
5
0
0
2
4
1
,
8
8
8

大
規

模
改

修
設

計
大
規
模
改
修

7
,
5
0
0
1
3
7
,
4
3
8

大
規

模
改

修
設

計
大
規
模
改
修

1
5
,
0
0
0
5
1
0
,
4
7
8

電
気

設
備

未
定

―
―

当
面

維
持

検
討

中

2
0
1
8

長
寿

命
化

改
修

当
面

維
持

検
討

中

協
和

多
目

的
研

修
セ

ン
タ

ー
多

目
的

研
修

セ
ン

タ
ー

S
1
9
8
6

3
1

2
0
1
7
新

―
―

⑺
　
ス
ポ
ー
ツ
施
設

所
　

管
　

課
ス

ポ
ー

ツ
振

興
課

①
ス

ポ
ー

ツ
施

設
は

、
指

定
管

理
者

に
よ

る
運

営
を

継
続

し
つ

つ
、

指
定

管
理

者
が

策
定

す
る

「
中

長
期

修
繕

計
画

」
に

基
づ

き
、

施
設

の
長

寿
命

化
及

び
修

繕
更

新
等

に
係

る
費

用
の

平
準

化
を

図
る

。
②

全
施

設
の

う
ち

、
利

用
状

況
や

地
域

特
性

を
考

慮
し

て
基

幹
施

設
と

位
置

付
け

る
施

設
を

現
状

維
持

し
つ

つ
、

長
寿

命
化

を
図

る
。

③
地

区
内

に
お

い
て

類
似

す
る

施
設

又
は

機
能

が
集

約
で

き
る

施
設

は
、

施
設

の
老

朽
化

及
び

利
用

状
況

（
稼

働
率

等
）

を
考

慮
し

、
統

廃
合

や
機

能
集

約
を

検
討

す
る

。
④

関
城

体
育

セ
ン

タ
ー

は
、

耐
震

診
断

の
結

果
に

基
づ

き
令

和
元

年
１

０
月

か
ら

利
用

を
中

止
し

、
代

替
施

設
を

利
用

し
つ

つ
、

関
城

地
区

の
公

共
施

設
の

複
合

化
や

機
能

集
約

に
つ

い
て

、
「

関
城

地
区

に
お

け
る

今
後

の
公

共
施

設
の

在
り

方
協

議
会

」
の

検
討

状
況

等
を

踏
ま

え
て

総
合

的
に

検
討

す
る

。

・
水

銀
灯

の
製

造
中

止
に

伴
い

、
体

育
館

及
び

屋
外

運
動

場
の

照
明

設
備

の
更

新
（

Ｌ
Ｅ

Ｄ
化

等
）

を
計

画
的

に
進

め
る

必
要

が
あ

る
。

・
下

館
総

合
体

育
館

は
、

給
排

水
設

備
（

ボ
イ

ラ
ー

）
の

耐
用

年
数

が
超

過
し

て
い

る
た

め
、

修
繕

を
行

い
、

長
寿

命
化

を
図

る
必

要
が

あ
る

。
・

明
野

体
育

セ
ン

タ
ー

は
、

耐
震

診
断

の
結

果
に

基
づ

き
令

和
元

年
１

０
月

か
ら

利
用

を
中

止
し

、
令

和
２

年
６

月
を

も
っ

て
用

途
廃

止
し

た
。

・
関

城
運

動
場

は
、

外
周

フ
ェ

ン
ス

の
損

傷
が

著
し

く
、

危
険

防
止

の
た

め
張

替
等

の
対

策
が

必
要

で
あ

る
。

・
明

野
中

央
公

園
は

、
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
の

人
工

芝
の

損
傷

が
著

し
く

、
怪

我
防

止
の

た
め

人
工

芝
の

張
替

が
必

要
で

あ
る

。

明
野

体
育

セ
ン

タ
ー

体
育

館
R
C

1
9
7
6

4
7

2
0
2
3
旧

済
未

２
期

（
後

期
）

下
館

総
合

体
育

館
体

育
館

R
C

2
0
0
0

4
7

(
千

円
)

新
―

―
2
0
1
8

当
面

維
持

長
寿

命
化

検
討

１
期

（
前

期
）

施
設

名
称

棟
名

称
構

造
建

築
年

度

法
定

耐
用

年
数

耐
用

年
数

到
来

耐
震

性
大
規
模

改
修
実

施
年
度

基
本

方
針

（
１

期
）

基
本

方
針

（
２

期
）

対
策

の
内

容
、

実
施

時
期

及
び

対
策

費
用

（
概

算
）

2
0
4
7

2
0
3
8
新

―
―

当
面

維
持

検
討

中
体

育
館

R
C

1
9
8
2

4
7

2
0
2
9

検
討

中
2
0
1
7
旧

済
済

2
0
1
3

当
面

維
持

武
道

館
R
C

1
9
7
0

4
7

新

2
0
4
1
新

―
―

2
0
1
8

関
城

体
育

セ
ン

タ
ー

体
育

館
R
C

1
9
7
7

4
7

2
0
2
4
旧

済
未

1
9
9
4

4
7

明
野

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

セ
ン

タ
ー

体
育

館

関
城

体
育

館
体

育
館

R
C

1
9
9
1

4
7

下
館

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

セ
ン

タ
ー

下
館

武
道

館

―
―

長
寿

命
化

改
修

当
面

維
持

長
寿

命
化

改
修

当
面

維
持

協
和

の
杜

体
育

館
体

育
館

新
―

―
2
0
1
1

長
寿

命
化

改
修

S
1
9
8
4

3
4

S
R
C
1
9
8
8

4
7

2
0
3
5
新

当
面

維
持

明
野

武
道

館
武

道
館

S
R
C

凡
例

築
後

4
0
年

築
後

7
0
年

法
定
耐
用
年
数
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基
準

診
断

補
強

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

2
0
3
0

２
期

（
後

期
）

１
期

（
前

期
）

施
設

名
称

棟
名

称
構

造
建

築
年

度

法
定

耐
用

年
数

耐
用

年
数

到
来

耐
震

性
大
規
模

改
修
実

施
年
度

基
本

方
針

（
１

期
）

基
本

方
針

（
２

期
）

対
策

の
内

容
、

実
施

時
期

及
び

対
策

費
用

（
概

算
）

電
気

設
備

電
気

設
備

9
0
,
1
1
5

8
8
,
6
1
5

フ
ェ
ン
ス
張
替

2
8
,
8
0
8

電
気

設
備

人
工
芝
張
替

2
3
,
3
6
9

4
0
,
0
0
0

電
気

設
備

一
部

改
修

5
9
,
1
3
7

未
定

当
面

維
持

検
討

中

2
0
1
8

当
面

維
持

当
面

維
持

当
面

維
持

検
討

中

関
城

運
動

場
屋

外
運

動
場

―
1
9
8
2

―
―

―
―

―

鬼
怒

緑
地

屋
外

運
動

場
―

1
9
8
1

―
―

―
―

―

1
9
8
9

―
―

―
―

―

当
面

維
持

検
討

中

検
討

中

協
和

サ
ッ

カ
ー

場
屋

外
運

動
場

―
2
0
0
1

―
―

―
―

―
当

面
維

持
当

面
維

持

協
和

球
場

屋
外

運
動

場
―

1
9
8
1

―
―

―
―

―

長
寿

命
化

改
修

当
面

維
持

つ
く

ば
明

野
工

業
団

地
ス

ポ
ー

ツ
公

園
屋

外
運

動
場

―
1
9
8
9

―
―

―
―

―
当

面
維

持
検

討
中

明
野

中
央

公
園

屋
外

運
動

場
―

1
9
9
5

―
―

―
―

―

当
面

維
持

検
討

中

明
野

球
場

屋
外

運
動

場
―

1
9
7
8

―
―

―
―

―
当

面
維

持
当

面
維

持

明
野

運
動

広
場

屋
外

運
動

場
―

1
9
8
2

―
―

―
―

―

当
面

維
持

検
討

中

下
館

運
動

場
下

館
運

動
場

―
1
9
7
9

―
―

―
―

―

関
城

富
士

ノ
宮

球
場

屋
外

運
動

場
―

1
9
8
3

―
―

―
―

―

成
田

ス
ポ

ー
ツ

公
園

屋
外

運
動

場
―

―
―

―
―

検
討

中
協

和
の

杜
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
屋

外
運

動
場

―
1
9
9
1

―
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施
設

類
型

基
本

方
針

個
別

施
設

の
状

態
等

基
準

診
断

補
強

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

2
0
3
0

消
防
機
器
改
修

内
壁

改
修

等
床

面
改

修
長

寿
命

化
改

修
長

寿
命

化
改

修

4
6
,
5
3
0

未
定

未
定

未
定

未
定

屋
根

塗
装

9
9
5

屋
根

塗
装

1
,
1
8
6

当
面

維
持

当
面

維
持

下
館

駅
東

自
転

車
等

駐
車

場
自

転
車

等
駐

車
場

―
1
9
9
1

―
―

―
―

―

長
寿

命
化

改
修

当
面

維
持

自
転

車
等

駐
車

場
S

2
0
0
1

3
1

2
0
3
2
新

―
―

下
館

駅
東

駐
車

場

下
館

駅
前

広
場

駐
車

場

２
期

（
後

期
）

下
館

駅
前

駐
車

場
（

立
体

）
駐

車
場

ビ
ル

R
C

1
9
9
1

3
8

2
0
2
9

１
期

（
前

期
）

―
―

―
当

面
維

持

基
本

方
針

（
１

期
）

施
設

名
称

棟
名

称

当
面

維
持

長
寿

命
化

改
修

長
寿

命
化

検
討

駐
車

場
―

1
9
9
1

⑻
　
駐
車
場
・
駐
輪
場

所
　

管
　

課
都

市
整

備
課

・
市

民
安

全
課

駐
車

場
・

自
転

車
等

駐
車

場
は

、
現

施
設

を
現

状
維

持
し

つ
つ

、
長

寿
命

化
及

び
修

繕
更

新
等

に
係

る
費

用
の

平
準

化
を

図
る

。

・
下

館
駅

前
駐

車
場

（
立

体
）

及
び

下
館

駅
東

駐
車

場
（

平
面

）
は

、
平

成
３

０
年

度
か

ら
平

成
３

１
年

度
に

か
け

て
全

面
改

修
を

実
施

し
、

集
中

精
算

機
の

更
新

、
消

防
設

備
改

修
、

屋
上

改
修

、
速

度
抑

制
バ

ン
プ

設
置

工
事

等
を

行
っ

た
。

引
き

続
き

、
消

防
設

備
、

耐
火

被
覆

、
内

壁
、

床
面

等
の

改
修

を
行

い
、

長
寿

命
化

を
図

る
必

要
が

あ
る

。
・

下
館

駅
前

広
場

駐
車

場
は

、
令

和
元

年
度

に
全

面
改

修
を

実
施

し
、

パ
ー

ク
ロ

ッ
ク

機
器

及
び

集
中

精
算

機
の

更
新

を
行

っ
た

。
・

下
館

駅
南

自
転

車
等

駐
車

場
及

び
下

館
駅

北
自

転
車

等
駐

車
場

は
、

柱
及

び
屋

根
の

塗
装

の
塗

り
替

え
が

必
要

で
あ

る
。

(
千

円
)

基
本

方
針

（
２

期
）

対
策

の
内

容
、

実
施

時
期

及
び

対
策

費
用

（
概

算
）

―
―

新
―

―
2
0
1
8

構
造

建
築

年
度

法
定

耐
用

年
数

耐
用

年
数

到
来

耐
震

性
大
規
模

改
修
実

施
年
度

当
面

維
持

新
治

駅
東

駐
車

場
駐

車
場

―
1
9
8
5

―
―

―
―

―

―
―

―
―

2
0
1
8

当
面

維
持

当
面

維
持

当
面

維
持

下
館

駅
南

自
転

車
等

駐
車

場
長

寿
命

化
改

修
当

面
維

持

下
館

駅
北

自
転

車
等

駐
車

場
自

転
車

等
駐

車
場

―
―

駐
車

場
―

1
9
9
1

―

S
2
0
0
3

3
1

2
0
3
4
新

―
―

当
面

維
持

当
面

維
持

新
治

駅
自

転
車

等
駐

車
場

自
転

車
等

駐
車

場
S

1
9
8
7

3
1

当
面

維
持

2
0
1
8
新

―
―

当
面

維
持

新
治

駅
西

駐
車

場
駐

車
場

―
1
9
8
5

―
―

―

凡
例

築
後

4
0
年

築
後

7
0
年

法
定
耐
用
年
数
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施
設

類
型

基
本

方
針

個
別

施
設

の
状

態
等

基
準

診
断

補
強

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

2
0
3
0

当
面

維
持

当
面

維
持

明
野

肥
育

牛
生

産
団

地
牛

舎
S

2
0
1
4
―

―
―

協
和

肥
育

牛
生

産
団

地
牛

舎
S

1
9
8
3

3
1

1
9
8
3

2
0
5
7
新

―
―

１
期

（
前

期
）

２
期

（
後

期
）

当
面

維
持

当
面

維
持

耐
用

年
数

到
来

耐
震

性
大
規
模

改
修
実

施
年
度

基
本

方
針

（
１

期
）

基
本

方
針

（
２

期
）

対
策

の
内

容
、

実
施

時
期

及
び

対
策

費
用

（
概

算
）

⑼
　
産
業
系
施
設

所
　

管
　

課
観

光
振

興
課

・
農

政
課

①
道

の
駅

グ
ラ

ン
テ

ラ
ス

筑
西

は
、

指
定

管
理

者
に

よ
る

運
営

を
継

続
し

つ
つ

、
施

設
及

び
設

備
の

経
年

劣
化

及
び

耐
用

年
数

を
考

慮
し

、
計

画
的

な
修

繕
及

び
更

新
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

長
寿

命
化

及
び

修
繕

更
新

等
に

係
る

費
用

の
平

準
化

を
図

る
。

②
明

野
農

産
加

工
施

設
は

、
施

設
、

設
備

等
の

経
年

劣
化

及
び

耐
用

年
数

並
び

に
施

設
の

利
用

状
況

等
を

考
慮

し
、

施
設

の
用

途
廃

止
に

つ
い

て
検

討
す

る
。

③
明

野
肥

育
牛

生
産

団
地

・
協

和
肥

育
牛

生
産

団
地

は
、

現
施

設
を

現
状

維
持

し
つ

つ
、

利
用

者
へ

の
譲

渡
等

を
検

討
す

る
。

明
野

農
産

加
工

施
設

は
、

天
井

及
び

壁
面

に
著

し
い

損
傷

が
見

ら
れ

る
な

ど
、

老
朽

化
が

進
ん

で
お

り
、

一
部

施
設

に
つ

い
て

は
利

用
さ

れ
て

い
な

い
（

利
用

で
き

な
い

）
状

態
で

あ
る

。

(
千

円
)

施
設

名
称

棟
名

称
構

造
建

築
年

度

法
定

耐
用

年
数

当
面

維
持

当
面

維
持

道
の

駅
グ

ラ
ン

テ
ラ

ス
筑

西

物
産

・
直

売
・

レ
ス

ト
ラ

ン
・

カ
フ

ェ
棟

等
S

2
0
1
9

3
8

明
野

農
産

加
工

施
設

農
産

加
工

施
設

S
1
9
8
9

3
8

3
1

2
0
2
7
新

―
―

廃
止

2
0
1
4
―

―
―

凡
例

築
後

4
0
年

築
後

7
0
年

法
定
耐
用
年
数
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施
設

類
型

基
本

方
針

個
別

施
設

の
状

態
等

基
準

診
断

補
強

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

2
0
3
0

ｲﾝ
ﾌﾗ
切

回
し

解
体

設
計

･
除

却
除

却

1
4
4
,
2
9
1
2
8
1
,
0
5
3
3
5
4
,
5
6
9

筑
西

診
療

所
旧

市
民

病
院

本
館

、
看

護
宿

舎
R
C

1
9
7
1

5
0

2
0
2
1
旧

済
済

2
0
1
1

廃
止

当
面

維
持

病
棟

（
診

療
所

棟
）

S
2
0
1
1

3
0

2
0
4
1
新

―

茨
城

県
西

部
メ

デ
ィ

カ
ル

セ
ン

タ
ー

病
院

棟
及

び
情

報
プ

ラ
ザ

棟
S

2
0
1
8

3
8

2
0
5
6

当
面

維
持

１
期

（
前

期
）

新
―

基
本

方
針

（
１

期
）

基
本

方
針

（
２

期
）

対
策

の
内

容
、

実
施

時
期

及
び

対
策

費
用

（
概

算
）

―
当

面
維

持

―
当

面
維

持

⑽
　
医
療
施
設

所
　

管
　

課
地

域
医

療
推

進
課

①
茨

城
県

西
部

メ
デ

ィ
カ

ル
セ

ン
タ

ー
及

び
筑

西
診

療
所

は
、

地
方

独
立

行
政

法
人

・
茨

城
県

西
部

医
療

機
構

に
よ

る
健

全
経

営
を

図
る

よ
う

、
市

と
し

て
必

要
な

支
援

及
び

監
督

を
行

う
。

②
施

設
、

設
備

、
医

療
機

器
等

の
経

年
劣

化
及

び
耐

用
年

数
を

考
慮

し
、

計
画

的
な

修
繕

及
び

更
新

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
長

寿
命

化
及

び
修

繕
更

新
等

に
係

る
費

用
の

平
準

化
を

図
る

よ
う

、
市

と
し

て
必

要
な

支
援

及
び

監
督

を
行

う
。

③
旧

筑
西

市
民

病
院

の
建

物
は

、
筑

西
診

療
所

と
し

て
使

用
す

る
部

分
を

除
い

て
解

体
撤

去
す

る
。

(
千

円
)

耐
用

年
数

到
来

耐
震

性
大
規
模

改
修
実

施
年
度

施
設

名
称

棟
名

称
構

造
建

築
年

度

法
定

耐
用

年
数

２
期

（
後

期
）

凡
例

築
後

4
0
年

築
後

7
0
年

法
定
耐
用
年
数
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施
設

類
型

基
本

方
針

個
別

施
設

の
状

態
等

基
準

診
断

補
強

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

2
0
3
0

撤
去

・
修

繕

7
,
7
0
0

用
地

買
収

等
大
規
模
改
修

大
規
模
改
修

8
4
,
4
3
7

9
0
,
4
5
5

9
0
,
4
5
5

フ
ェ

ン
ス

修
繕

等
ト
イ
レ
改
修

遊
具

改
修

未
定

未
定

未
定

都
市

公
園

（
6
1
か

所
）

（
ス

ポ
ー

ツ
施

設
及

び
宮

山
ふ

る
さ

と
ふ

れ
あ

い
公

園
を

除
く

。
）

⑾
　
公
園

所
　

管
　

課
都

市
整

備
課

・
観

光
振

興
課

・
明

野
支

所
・

協
和

支
所

①
都

市
公

園
の

新
規

整
備

は
、

区
画

整
理

事
業

区
域

内
の

都
市

公
園

（
八

丁
台

近
隣

公
園

等
）

に
つ

い
て

実
施

す
る

。
な

お
、

新
規

整
備

に
あ

た
っ

て
は

、
将

来
の

人
口

減
と

人
口

動
態

を
見

据
え

て
、

都
市

計
画

法
の

設
置

基
準

（
住

民
１

人
当

た
り

の
都

市
公

園
の

敷
地

面
積

＝
1
0
㎡

以
上

）
の

適
合

を
図

る
と

と
も

に
、

維
持

管
理

経
費

を
増

加
さ

せ
な

い
遊

具
、

植
栽

、
そ

の
他

の
設

備
等

の
設

置
方

法
を

検
討

す
る

。
②

市
街

地
等

に
お

け
る

公
園

・
緑

地
等

は
、

避
難

地
及

び
避

難
経

路
の

確
保

、
火

災
の

延
焼

防
止

、
救

助
・

消
火

等
の

災
害

応
急

活
動

の
円

滑
な

実
施

を
図

る
基

盤
で

も
あ

る
こ

と
か

ら
、

計
画

的
な

整
備

等
を

推
進

す
る

。
③

災
害

発
生

時
に

避
難

場
所

、
災

害
復

旧
の

拠
点

と
な

る
公

園
施

設
に

つ
い

て
、

災
害

時
に

有
効

に
機

能
す

る
よ

う
適

切
な

維
持

管
理

を
図

る
。

④
既

存
の

都
市

公
園

の
維

持
管

理
は

、
遊

具
そ

の
他

の
設

備
等

の
定

期
点

検
を

継
続

し
、

利
用

者
の

利
便

性
及

び
安

全
性

を
保

持
し

つ
つ

、
必

要
に

応
じ

て
修

繕
又

は
撤

去
を

行
い

、
維

持
管

理
経

費
の

低
減

及
び

予
算

の
平

準
化

を
図

る
。

・
公

園
の

遊
具

に
つ

い
て

は
、

全
体

的
に

老
朽

化
が

進
ん

で
お

り
、

安
全

点
検

の
結

果
、

危
険

性
が

高
い

と
さ

れ
た

も
の

に
つ

い
て

は
、

利
用

禁
止

や
撤

去
の

措
置

を
講

じ
る

必
要

が
あ

る
。

・
宮

山
ふ

る
さ

と
ふ

れ
あ

い
公

園
の

常
設

テ
ン

ト
設

営
用

床
は

、
経

年
劣

化
に

よ
り

老
朽

化
が

進
み

、
そ

の
ほ

と
ん

ど
が

使
用

で
き

な
い

状
態

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

用
途

廃
止

し
、

撤
去

後
の

利
用

方
法

に
つ

い
て

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

（
令

和
２

年
度

に
撤

去
済

）
・

宮
山

ふ
る

さ
と

ふ
れ

あ
い

公
園

は
、

管
理

セ
ン

タ
ー

ト
イ

レ
等

の
故

障
、

屋
外

遊
具

（
ス

プ
リ

ン
グ

遊
具

）
の

故
障

な
ど

、
早

急
に

対
応

す
べ

き
指

摘
事

項
が

あ
る

。
・

協
和

ふ
る

さ
と

の
森

自
然

公
園

は
、

公
園

と
し

て
の

機
能

や
安

全
性

が
損

な
わ

れ
つ

つ
あ

る
。

１
期

（
前

期
）

２
期

（
後

期
）

(
千

円
)

施
設

名
称

棟
名

称
構

造
建

築
年

度

法
定

耐
用

年
数

耐
用

年
数

到
来

耐
震

性
大
規
模

改
修
実

施
年
度

基
本

方
針

（
１

期
）

基
本

方
針

（
２

期
）

対
策

の
内

容
、

実
施

時
期

及
び

対
策

費
用

（
概

算
）

当
面

維
持

当
面

維
持

―
―

―
―

―
―

―
当

面
維

持
当

面
維

持
―

―
―

―

当
面

維
持

当
面

維
持

―
1
9
7
6

―
―

―
―

―
長

寿
命

化
改

修
当

面
維

持
―

1
9
9
4

―
―

当
面

維
持

当
面

維
持

―
1
9
8
1

―
―

―
―

―
当

面
維

持
当

面
維

持
―

1
9
8
1

―
―

―
―

協
和

ふ
る

さ
と

の
森

自
然

公
園

―
―

―
当

面
維

持
当

面
維

持
―

1
9
8
3

―
―

協
和

三
世

代
広

場

開
発

行
為

及
び

区
画

整
理

に
よ

る
帰

属
公

園
（

3
0
か

所
）

宮
山

ふ
る

さ
と

ふ
れ

あ
い

公
園

向
上

野
児

童
公

園

寺
上

野
児

童
公

園

海
老

江
児

童
公

園

―
―

―

―
―

―

―
―

―

―
―

―

当
面

維
持

廃
止

検
討

―
1
9
8
7

遊
具
そ

の
他

の
設
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